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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の眼科検査ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データであって、画像デ
ータである第１の検査データと、第２の眼科検査ユニットによって得られた前記被検眼の
第２の検査データと、を記憶部に記憶し表示部に出力する眼科検査情報処理装置であって
、
　前記第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる複数の
第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査データ
とを同一グループとして関連付けるグループ設定手段と、
　前記記憶部に記憶され前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された前
記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付ける
指示受付手段と、
　前記指示受付手段によって選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示すると
共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第２の
検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に表示
する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする眼科検査情報処理装置。
【請求項２】
　前記グループ設定手段は、互いに異なるフォルダに格納された複数の第１の検査データ
と、前記第１の検査データのいずれかと同一又は異なるフォルダに格納された前記第２の
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検査データとを同一グループとして関連づけ、
　前記指示受付手段によって選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示すると
共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連づけされた前記第
２の検査データを前記記憶部から取り出すことによって、互いに異なるフォルダに格納さ
れた前記第１の検査データと前記第２の検査データとを同時に前記表示部に表示可能であ
ることを特徴とする請求項１の眼科検査情報処理装置。
【請求項３】
　前記指示受付手段は、前記記憶部に記憶された第２の検査データを選択するための選択
指示を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記指示受付手段によって選択指示された第２の検査データを表
示部に表示すると共に、前記選択指示された第２の検査データと同一グループとして関連
付けられた第１の検査データを選択し、前記第２の検査データと同時に前記表示部に表示
することを特徴とする請求項１または２の眼科検査情報処理装置。
【請求項４】
　前記グループ設定手段は、付加情報として、前記第１の眼科検査ユニット及び第２の眼
科検査ユニットの少なくともいずれかを備える眼科検査装置本体の動作情報、前記眼科検
査装置本体を検者の操作に応じて動作させるためのソフトウェアに対する操作情報、電子
カルテ上で予め設定された一連の検査指示情報、各検査データに関する眼底上での検査位
置情報の少なくともいずれかに応じて、複数の第１の検査データと前記第２の検査データ
とを同一グループとして関連付けることを特徴とする請求項１～３のいずれかの眼科検査
情報処理装置。
【請求項５】
　前記グループ設定手段は、前記第１の眼科検査ユニット及び第２の眼科検査ユニットの
両方を備える眼科検査装置による同一被検眼への一連の検査動作を経て取得された第１の
検査データ及び前記第２の検査データを同一グループとして関連付けることを特徴とする
請求項１～４のいずれかの眼科検査情報処理装置。
【請求項６】
　眼科用光干渉断層撮影ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データであって、
画像データである第１の検査データと、眼科用光干渉断層撮影ユニットとは異なる眼科検
査ユニットによって得られた前記被検眼の第２の検査データと、を記憶部に記憶し表示部
に出力する眼科検査情報処理装置であって、
　前記眼科用光干渉断層撮影ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる
複数の第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査
データとを同一グループとして関連付けるグループ設定手段と、
　前記記憶部に記憶された前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された
前記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付け
る指示受付手段と、
　前記指示受付手段によって選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示すると
共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第２の
検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に表示
する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする眼科検査情報処理装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかの眼科検査情報処理装置は、
　第１の眼科検査ユニット及び前記第２の眼科検査ユニットの両方を備える複合型眼科検
査装置と接続されたシステムであって、
　前記複合型眼科検査装置は、
　前記第１の眼科検査ユニット及び前記第２の眼科検査ユニットによる検査データの取得
を１回のトリガ信号に基づいて連続して行う連続検査モードと、
　前記第１の眼科検査ユニット及び前記第２の眼科検査ユニットによる検査データの取得
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を個別のトリガ信号に基づいてそれぞれ行う個別検査モードであって、前記第１の眼科検
査ユニットによる検査データの取得を行う第１検査モードと、前記第２の眼科検査ユニッ
トによる検査データの取得を行う第２検査モードとを少なくとも有する個別検査モードと
、
を設定可能なモード設定手段を備え、
　前記グループ設定手段は、
前記連続検査モードによって得られた第２の検査データと、前記個別検査モードによって
得られた第１の検査データとを同一グループとして関連付けることを特徴とする眼科検査
情報処理装置。
【請求項８】
　第１の眼科検査ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データであって、画像デ
ータである第１の検査データと、第２の眼科検査ユニットによって得られた前記被検眼の
第２の検査データと、を記憶部に記憶し表示部に出力する眼科検査情報処理装置において
実行される眼科検査情報処置プログラムであって、
　前記眼科検査情報処理装置のプロセッサに実行されることで、
　前記第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる複数の
第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査データ
とを同一グループとして関連付けるグループ設定ステップと、
　前記記憶部に記憶された前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された
前記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付け
る指示受付ステップと、
　前記指示受付ステップにおいて選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示す
ると共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第
２の検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に
表示する表示制御ステップと、
　を前記眼科検査情報処理装置に実行させることを特徴とする眼科検査情報処置プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　被検眼の検査データを扱うための眼科検査情報処理装置、及び眼科検査情報処理プログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検眼の検査するための眼科検査装置として、眼科用光干渉断層計（ＯＣＴ：optical 
coherence tomography）、眼底カメラ、レーザ走査検眼鏡（ＳＬＯ：scanning laser oph
thalmoscope）、等の様々なモダリティ、視野計等が知られている。また、複数のモダリ
ティを備えるコンボ機も提案され、あるモダリティによって得られた画像と、それとは別
のモダリティによって得られた画像（つまり、別モダリティ画像）が同一画面上に表示さ
れる（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０５６２７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、第１のモダリティにて異なる撮影モードにて画像をそれぞれ取得する場合が
ある。例えば、ＯＣＴと眼底カメラの複合装置においては、ＯＣＴ画像とカラー眼底画像
を連続的に取得する第１モードと、ＯＣＴ画像或いはカラー眼底画像を個別に取得する第
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２モードが設けられている場合がある。また、ＯＣＴにおいては、異なる走査位置あるい
は走査パターンにてＯＣＴ画像を得る場合がよくあり、第２モードも多く用いられている
。
【０００５】
　しかしながら、従来装置では、第１モードを用いた場合においては、ＯＣＴ画像とカラ
ー眼底画像をセットで表示することが可能であるが、第２モードにて得られたＯＣＴ画像
は、カラー眼底画像とセットで表示することは難しい。あるいは、各ＯＣＴ画像とカラー
眼底画像をセットで表示するには、第１モードを複数回行うという手法がありうるが、撮
影を複数回行う必要があり、被検眼にとって負担である。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を鑑み、異なる眼科検査ユニットによって得られた検査データ同
士を容易に確認できる眼科検査情報処理装置、及び眼科検査情報処理プログラムを提供す
ることを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００８】
　（１）　第１の眼科検査ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データであって
、画像データである第１の検査データと、第２の眼科検査ユニットによって得られた前記
被検眼の第２の検査データと、を記憶部に記憶し表示部に出力する眼科検査情報処理装置
であって、
　前記第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる複数の
第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査データ
とを同一グループとして関連付けるグループ設定手段と、
　前記記憶部に記憶され前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された前
記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付ける
指示受付手段と、
　前記指示受付手段によって選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示すると
共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第２の
検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に表示
する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
　（２）　眼科用光干渉断層撮影ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データで
あって、画像データである第１の検査データと、眼科用光干渉断層撮影ユニットとは異な
る眼科検査ユニットによって得られた前記被検眼の第２の検査データと、を記憶部に記憶
し表示部に出力する眼科検査情報処理装置であって、
　前記眼科用光干渉断層撮影ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる
複数の第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査
データとを同一グループとして関連付けるグループ設定手段と、
　前記記憶部に記憶された前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された
前記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付け
る指示受付手段と、
　前記指示受付手段によって選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示すると
共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第２の
検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に表示
する表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
　（３）　第１の眼科検査ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データであって
、画像データである第１の検査データと、第２の眼科検査ユニットによって得られた前記
被検眼の第２の検査データと、を記憶部に記憶し表示部に出力する眼科検査情報処理装置
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において実行される眼科検査情報処置プログラムであって、
　前記眼科検査情報処理装置のプロセッサに実行されることで、
　前記第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された撮影モードが互いに異なる複数の
第１の検査データと、前記第１の検査データと同じ日にて得られた前記第２の検査データ
とを同一グループとして関連付けるグループ設定ステップと、
　前記記憶部に記憶された前記複数の第１の検査データであって前記表示部に表示された
前記複数の第１の検査データのいずれかを表示部上で選択するための選択指示を受け付け
る指示受付ステップと、
　前記指示受付ステップにおいて選択指示された第１の検査データを前記表示部に表示す
ると共に、前記選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第
２の検査データを前記記憶部から取り出し、前記第１の検査データと同時に前記表示部に
表示する表示制御ステップと、
　を前記眼科検査情報処理装置に実行させることを特徴とする。
 
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】眼科検査装置の光学系及び制御系を示す図である。
【図２】グループ情報の一例について説明するための図である。
【図３】本実施例の制御動作の一例を示すフローチャートである。
【図４】撮影モードの設定について説明するための図である。
【図５】眼科検査装置によって取得される画像の概略図である。
【図６】本実施例のグループ化の一例について説明するための図である。
【図７】本実施例の表示画面の一例を示す概略図である。
【図８】本実施例の表示画面の一例を示す概略図である。
【図９】本実施例の変容例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜概要＞
　以下、本実施例の概要を図面に基づいて説明する。本実施例の眼科検査情報処理装置の
説明において、被検眼のカラー眼底画像および断層画像を取得するための装置に関する例
を用いる（図１参照）。なお、本実施例においては、被検眼の奥行き方向をＺ方向（光軸
Ｌ１方向）、奥行き方向に垂直（被検者の顔面と同一平面）な平面上の水平方向成分をＸ
方向、鉛直方向成分をＹ方向として説明する。
【００１１】
　本実施例の眼科検査情報処理装置（以下、本装置ともいう）は、例えば、第１の眼科検
査ユニットによって得られた被検眼の第１の検査データと、第２の眼科検査ユニットによ
って得られた第２の検査データと、を記憶部７２に記憶し表示部に出力する。眼科検査情
報処理装置（例えば、制御部７０、コンピュータ９０など）は、例えば、グループ設定部
（例えば、制御部７０、コンピュータ９０など）と、指示受付部（例えば、制御部７０、
コンピュータ９０など）と、表示制御部（例えば、制御部７０、コンピュータ９０など）
と、を主に備える。
【００１２】
　グループ設定部は、例えば、第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された検査モー
ドが互いに異なる複数の第１の検査データと、第２の検査データとを同一グループとして
関連付けてもよい。なお、第１の検査データは第１の画像データであってもよい。なお、
第２の検査データは第２の画像データであってもよい。指示受付部は、例えば、記憶部７
２に記憶された複数の第１の検査データのいずれかを選択するための選択指示を受け付け
てもよい。表示制御部は、例えば、指示受付部によって選択指示された第１の検査データ
を表示部（例えば、表示部７５、表示部９５など）に表示してもよい。これと共に、表示
制御部は、選択指示された第１の検査データと同一グループとして関連付けられた第２の
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検査データを記憶部７２から取り出し、第１の検査データと同時に表示部に表示してもよ
い。
【００１３】
　本装置１において、例えば、検査モードの異なる複数の第１の検査データと、第２の検
査データとが同一グループとして関連付けされるので、第１の検査データが表示される際
、同一グループとして関連付けられた第２の検査データを容易に表示部に表示できる。こ
れによって、複数の眼科検査データを用いた診断作業の効率、精度の向上が期待される。
【００１４】
　なお、グループ設定部は、同じ日にて得られた同一被検者に関する複数の第１の検査デ
ータと第２の検査データとを同一グループとして関連付けてもよい。これによって、検者
は、同じ日に取得した同一被検者に関する検査データをまとめて観察しやすい。
【００１５】
　なお、グループ設定部は、互いに異なるフォルダに格納された複数の第１の検査データ
と、第１の検査データのいずれかと同一又は異なるフォルダに格納された第２の検査デー
タとを同一グループとして関連づけてもよい。この場合、指示受付部によって選択指示さ
れた第１の検査データを表示部に表示すると共に、選択指示された第１の検査データと同
一グループとして関連づけされた第２の検査データを記憶部７２から取り出してもよい。
さらに、表示制御部は、互いに異なるフォルダに格納された第１の検査データと第２の検
査データとを同時に表示部に表示してもよい。
【００１６】
　なお、付加情報として、各検査データがどのグループに属するかを規定するグループ情
報が用いられ、グループ情報が各検査データに対して設定されてもよい。この場合、グル
ープ設定部は、グループ情報に基づいて、複数の第１の検査データと第２の検査データと
を同一グループとして関連づけてもよい。グループ情報は、検査日時、撮影情報、装置本
体あるいは装置の動作プログラムに関するフラグ等の付加情報に基づいて設定されてもよ
い。
【００１７】
　なお、付加情報として検査日時、撮影情報、装置本体あるいは装置の動作プログラムに
関するフラグ等が用いられ、このような付加情報が検査データに対して設定されてもよい
。グループ設定部は、前述の付加情報に基づいて、設定された基準（例えば、同一の検査
日か否か、撮影ソフトの一回の起動から終了まで得られた検査データか否か等）を満たす
ような複数の第１の検査データと第２の検査データとを同一グループとして関連づけても
よい。
【００１８】
　なお、グループ設定部は、付加情報として、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼科検
査ユニットの少なくともいずれかを備える眼科検査装置本体１の動作情報、眼科検査装置
本体１を検者の操作に応じて動作させるためのソフトウェアに対する操作情報、電子カル
テ上で予め設定された一連の検査指示情報、各検査データに関する眼底上での検査位置情
報の少なくともいずれかに応じて、複数の第１の検査データと第２の検査データとを同一
グループとして関連付けてもよい。なお、動作情報とは、例えば、光源の点灯に関する動
作情報、または測定光の走査に関する動作情報であってもよい。なお、操作情報とは、例
えば、被検者の設定動作に関する操作情報、ソフトウェアの起動・終了に関する操作情報
、設定された検査日時に関する操作情報、ユーザが前回表示したデータに関する操作情報
であってもよい。なお、検査指示情報とは、例えば、ＯＣＴ２００にて黄斑部のライン撮
影とマップ撮影を行い、眼底カメラ３０で標準撮影を行う等の検査指示情報であってもよ
い。例えば、検査指示に対応して取得された検査データは、同一のグループとして関連付
けられてもよい。
【００１９】
　なお、グループ設定部は、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼科検査ユニットの両方
を備える眼科検査装置１による同一被検眼への一連の検査動作を経て取得された第１の検
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査データ及び第２の検査データを同一グループとして関連付けてもよい。なお、一連の検
査動作とは、両眼検査時において片眼に対する検査ソフトの起動・終了、被検者の選択操
作、新規被検者の設定動作等であってもよい。
【００２０】
　なお、グループ設定部は、記憶部７２への検査データの記憶を確定させる検者からの操
作信号に応じて同一グループへの関連付けを行ってもよい。例えば、グループ設定部は、
検査データを長期的に保存するための保存ボタンからの操作信号、検査データをデータ管
理ソフトに登録させるための登録ボタンからの操作信号等に応じて同一グループへの関連
付けを行ってもよい。
【００２１】
　なお、指示受付部は、記憶部７２に記憶された第２の検査データを選択するための選択
指示を受け付けてもよい。この場合、表示制御部は、指示受付部によって選択指示された
第２の検査データを表示部に表示すると共に、選択指示された第２の検査データと同一グ
ループとして関連付けられた第１の検査データを選択し、第２の検査データと同時に表示
部に表示してもよい。
【００２２】
　なお、表示制御部は、第１の検査データの表示と同時に、第２の検査データを自動的に
表示してもよい。表示制御部は、例えば、第１の検査データが表示された状態において、
表示部上のスイッチ操作に基づいて、第１の検査データと同一グループとして関連付けら
れた第２の検査データを表示するようにしてもよい。第２の検査データが複数ある場合、
同一グループの検査データのいずれかを選択できるようにしてもよい。
【００２３】
　なお、表示制御部は、第１の検査データに近い第２の検査データを優先的に表示部に表
示してもよい。例えば、表示制御部は、検査位置（眼底上の検査部位、固視位置）が重複
する或いは近接する検査データ、検査日時が近い検査データ、画像の類似度が大きい検査
データ等を優先的に表示部に表示してもよい。
【００２４】
　なお、表示制御部は、表示部に表示された第１の検査データと第２の検査データとを位
置的に対応づけて表示してもよい。第１の検査データと第２の検査データとを位置的に対
応づけて表示する場合、種々の表示形態がありうる。例えば、表示制御部は、第１の検査
データと第２の検査データのいずれか一方において、第１の検査データと第２の検査デー
タの他方に対応する検査位置を電子的に表示するようにしてもよい。例えば、表示制御部
は、第１の検査データと第２の検査データとを画像処理によってマッチングさせることに
よって、これらを合成して表示するようにしてもよい。
【００２５】
　なお、表示制御部は、例えば、第１の検査データと第２の検査データに対し、位置的に
共通する基準を付加して表示するようにしてもよい。例えば、各検査データ中の黄斑に対
応する位置にマークを付加してもよい。
【００２６】
　例えば、第１の検査データが、眼科用光干渉断層撮影ユニット（例えば、ＯＣＴ光学系
２００）によって取得されたＯＣＴデータであって、第２の検査データが、眼底正面画像
の場合、表示制御部は、眼底正面画像上においてＯＣＴデータの走査位置を電子的に表示
してもよい。表示制御部は、ＯＣＴデータに付加された走査位置情報に基づいて走査位置
を電子的に表示してもよい。
【００２７】
　なお、第１の眼科検査ユニットは、光干渉断層計（例えば、ＯＣＴ光学系２００）、眼
底カメラ（例えば、眼底カメラ光学系３０）、光走査型レーザ検眼装置（ＳＬＯ）、視野
計のいずれかであってもよい。この場合、第２の眼科検査ユニットは、光干渉断層計、眼
底カメラ、光走査型レーザ検眼装置、視野計のいずれかであってもよく、第１の眼科検査
ユニットとは異なってもよい。例えば、第１の眼科検査ユニットは、光干渉断層計であっ
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て、第２の眼科検査ユニットは、光干渉断層計とは異なってもよい。
【００２８】
　なお、眼科用光干渉断層撮影ユニットとしては、例えば、眼底及び前眼部の少なくとも
いずれかの断層画像を取得可能なＯＣＴユニット２００が考えられる。眼科用光干渉断層
計によって得られた被検眼の第１の検査データとしては、断層画像の他、断層画像を解析
することによって得られた解析データ（例えば、層厚マップ）、血管造影画像、ドップラ
―画像、偏光特性画像等が考えられる。
【００２９】
　なお、眼科検査情報処理装置は、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼底検ユニットの
両方を備える複合型眼科検査装置（例えば、眼科検査装置１など）と接続されたシステム
３００（図１参照）であってもよい。この場合、複合型眼科検査装置は、例えば、モード
設定部（例えば、制御部７０、コンピュータ９０など）を備えてもよい。モード設定部は
、例えば、連続検査モードと、個別検査モードと、を設定してもよい。連続検査モードは
、例えば、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼科検査ユニットによる検査データの取得
を１回のトリガ信号に基づいて連続して行う検査モードであってもよい。個別検査モード
は、例えば、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼科検査ユニットによる検査データの取
得を個別のトリガ信号に基づいてそれぞれ行う個別検査モードであって、第１の眼科検査
ユニットによる検査データの取得を行う第１検査モードと、第２の眼科検査ユニットによ
る検査データの取得を行う第２検査モードとを少なくとも有する検査モードであってもよ
い。グループ設定部は、連続検査モードによって得られた第２の検査データと、個別検査
モードによって得られた第１の検査データとを同一グループとして関連付けてもよい。
【００３０】
　なお、眼科検査情報処理装置と、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼底検ユニットの
両方を備える複合型眼科検査装置とは、別々の装置であってもよいし、一体化されていて
もよい。
【００３１】
　なお、第１の眼科検査ユニット及び第２の眼底検ユニット等を制御する制御部（例えば
、制御部７０）は、眼科検査情報処理装置（例えば、制御部７０、コンピュータ９０など
）とは別に設けられてもよいし、兼用されてもよい。
【００３２】
　なお、眼科検査情報処理装置１のプロセッサ（例えば、制御部７０、コンピュータ９０
など）は、眼科検査情報処理プログラムを実行してもよい。眼科検査情報プログラムは、
例えば、設定ステップと、指示受付ステップと、表示制御ステップと、で構成されてもよ
い。
【００３３】
　設定ステップは、例えば、第１の眼科検査ユニットでの検査時に設定された検査モード
が互いに異なる複数の第１の検査データと、第２の検査データとを同一グループとして関
連付けるステップであってもよい。指示受付ステップは、例えば、記憶部に記憶された複
数の第１の検査データのいずれかを選択するための選択指示を受け付けるステップであっ
てもよい。表示制御ステップは、例えば、指示受付ステップにおいて選択指示された第１
の検査データを表示部に表示すると共に、選択指示された第１の検査データと同一グルー
プとして関連付けられた第２の検査データを記憶部から取り出し、第１の検査データと同
時に表示部に表示するステップであってもよい。
【００３４】
　＜実施例＞
　図１に示すように、本実施例の眼科検査装置１の光学系は、照明光学系１０、眼底カメ
ラ光学系３０、干渉光学系２００（以下、ＯＣＴ光学系ともいう）、固視光学系８０、を
主に備える。さらに、光学系は、フォーカス指標投影光学系４０、アライメント指標投影
光学系５０、前眼部観察光学系６０を備えても良い。眼底カメラ光学系３０は、眼底を可
視光によって撮影（例えば、無散瞳状態）することによってカラー眼底画像を得るための
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眼底カメラ光学系として用いられる。ＯＣＴ光学系２００は、被検眼眼底の断層画像を光
干渉の技術を用いて非侵襲で得る。
【００３５】
　＜照明光学系＞
　照明光学系１０は、例えば、観察照明光学系と撮影照明光学系を有する。撮影照明光学
系は、光源１４、コンデンサレンズ１５、リングスリット１７、リレーレンズ１８、ミラ
ー１９、黒点板２０、リレーレンズ２１、孔あきミラー２２、対物レンズ２５を主に備え
る。撮影光源１４は、フラッシュランプ等であってもよい。黒点板２０は、中心部に黒点
を有する。
【００３６】
　また、観察照明光学系は、光源１１、赤外フィルタ１２、コンデンサレンズ１３、ダイ
クロイックミラー１６、リングスリット１７から対物レンズ２５までの光学系を主に備え
る。光源１１は、ハロゲンランプ等であってもよい。赤外フィルタ１２は、波長７５０ｎ
ｍ以上の近赤外光を透過する。ダイクロックミラー１６は、コンデンサレンズ１３とリン
グスリット１７との間に配置される。また、ダイクロイックミラー１６は、光源１１から
の光を反射し撮影光源１４からの光を透過する特性を持つ。
【００３７】
　＜眼底カメラ光学系＞
　眼底カメラ光学系３０は、例えば、対物レンズ２５、撮影絞り３１、フォーカシングレ
ンズ３２、結像レンズ３３、受光素子３５が主に配置されている。撮影絞り３１は、孔あ
きミラー２２の開口近傍に位置する。フォーカシングレンズ３２は、光軸方向に移動可能
である。受光素子３５は、可視域に感度を有する撮影に利用可能である。撮影絞り３１は
対物レンズ２５に関して被検眼Ｅの瞳孔と略共役な位置に配置されている。フォーカシン
グレンズ３２は、モータを備える移動機構４９により光軸方向に移動される。
【００３８】
　また、結像レンズ３３と受光素子３５の間には、赤外光及び可視光の一部を反射し、可
視光の大部分を透過する特性を有するダイクロイックミラー３４が配置される。ダイクロ
イックミラー３７の反射方向には、赤外域に感度を有する受光素子３８が配置されている
。ダイクロイックミラー３４は、眼底カメラ光学系３０の光軸と固視光学系８０の光軸と
を同軸にするための光路結合部材として用いられる。ダイクロイックミラー３４は、例え
ば、眼底観察時に光路に挿入され、眼底撮影時に光路から退避される。ダイクロイックミ
ラー３４は、ハーフミラーであってよい。
【００３９】
　また、対物レンズ２５と孔あきミラー２２の間には、光路分岐部材としての挿脱可能な
ダイクロイックミラー（波長選択性ミラー）２４が斜設されている。ダイクロイックミラ
ー２４は、ＯＣＴ測定光の波長光、及びアライメント指標投影光学系５０及び前眼部照明
光源５８の波長光（中心波長９４０ｎｍ）を反射する。また、ダイクロイックミラー２４
は、眼底観察用照明の波長光の光源波長（中心波長８８０ｎｍ）を含む波長９００ｎｍ以
下を透過する特性を有する。撮影時には、ダイクロイックミラー２４は挿脱機構６６によ
り連動して跳ね上げられ、光路外に退避する。挿脱機構６６は、ソレノイドとカム等によ
り構成することができる。
【００４０】
　また、ダイクロイックミラー２４の受光素子３５側には、挿脱機構６６の駆動により光
路補正ガラス２８が跳ね上げ可能に配置されている。光路挿入時には、光路補正ガラス２
８は、ダイクロイックミラー２４によってシフトされた光軸Ｌ１の位置を補正する役割を
持つ。
【００４１】
　観察用の光源１１を発した光束は、赤外フィルタ１２により赤外光束とされ、コンデン
サレンズ１３、ダイクロイックミラー１６により反射されてリングスリット１７を照明す
る。そして、リングスリット１７を透過した光は、リレーレンズ１８、ミラー１９、黒点
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板２０、リレーレンズ２１を経て孔あきミラー２２に達する。孔あきミラー２２で反射さ
れた光は、補正ガラス２８、ダイクロイックミラー２４を透過し、対物レンズ２５によっ
て被検眼Ｅの瞳孔付近で一旦収束した後、拡散して被検眼眼底部を照明する。
【００４２】
　また、眼底からの反射光は、対物レンズ２５、ダイクロイックミラー２４、補正ガラス
２８、孔あきミラー２２の開口部、撮影絞り３１、フォーカシングレンズ３２、結像レン
ズ３３、ダイクロイックミラー３７、を介して受光素子３８に結像する。なお、受光素子
３８の出力は制御部７０に入力され、制御部７０は、受光素子３８によって撮像される被
検眼の眼底観察画像を表示部７５に表示してもよい。
【００４３】
　また、撮影光源１４から発した光束は、コンデンサレンズ１５を介して、ダイクロイッ
クミラー１６を透過する。その後、眼底観察用の照明光と同様の光路を経て、眼底は可視
光により照明される。そして、眼底からの反射光は対物レンズ２５、孔あきミラー２２の
開口部、撮影絞り３１、フォーカシングレンズ３２、結像レンズ３３を経て、受光素子３
５に結像する。
【００４４】
　＜フォーカス指標投影光学系＞
　フォーカス指標投影光学系４０は、赤外光源４１、スリット指標板４２、２つの偏角プ
リズム４３、投影レンズ４７、照明光学系１０の光路に斜設されたスポットミラー４４を
主に備える。２つの偏角プリズム４３は、スリット視標板４２に取り付けられる。スポッ
トミラー４４は、照明光学系１０の航路に斜設される。また、スポットミラー４４はレバ
ー４５の先端に固着されている。スポットミラー４４は、通常は光軸に斜設されるが、撮
影前の所定のタイミングで、ロータリソレノイド４６の軸の回転により、光路外に退避さ
せられる。なお、スポットミラー４４は被検眼Ｅの眼底と共役な位置に配置される。光源
４１、スリット指標板４２、偏角プリズム４３、投影レンズ４７、スポットミラー４４及
びレバー４５は、フォーカシングレンズ３２と連動して移動機構４９により光軸方向に移
動される。また、フォーカス指標投影光学系４０のスリット指標板４２の光束は、偏角プ
リズム４３及び投影レンズ４７を介してスポットミラー４４により反射された後、リレー
レンズ２１、孔あきミラー２２、ダイクロイックミラー２４、対物レンズ２５を経て被検
眼Ｅの眼底に投影される。眼底へのフォーカスが合っていないとき、不図示の指標像は、
ずれ方向及びずれ量に応じて分離された状態で眼底上に投影される。一方、フォーカスが
合っているときには、指標像は、合致した状態で眼底上に投影される。
【００４５】
　＜アライメント指標投影光学系＞
　アライメント用指標光束を投影するアライメント指標投影光学系５０には、図１におけ
る左上の点線内の図に示すように、撮影光軸Ｌ１を中心として同心円上に４５度間隔で赤
外光源が複数個配置されている。本実施例における眼科検査装置は、第１視標投影光学系
（０度、及び１８０）と、第２視標投影光学系と、を主に備える。第１視標投影光学系は
、赤外光源５１とコリメーティングレンズ５２を持つ。第２視標投影光学系は、第１指標
投影光学系とは異なる位置に配置され、６つの赤外光源５３を持つ。赤外光源５１は、撮
影光軸Ｌ１を通る垂直平面を挟んで左右対称に配置される。この場合、第１指標投影光学
系は被検眼Ｅの角膜に無限遠の指標を左右方向から投影する。第２指標投影光学系は被検
眼Ｅの角膜に有限遠の指標を上下方向もしくは斜め方向から投影する構成となっている。
なお、図１の本図には、便宜上、第１指標投影光学系（０度、及び１８０度）と、第２指
標投影光学系の一部のみ（４５度、１３５度）が図示されている。
【００４６】
　＜前眼部観察光学系＞
　被検眼の前眼部を撮像する前眼部観察（撮影）光学系６０は、ダイクロイックミラー２
４の反射側に、ダイクロイックミラー６１、絞り６３、リレーレンズ６４、受光素子６５
を主に備える。受光素子６５は、赤外域の感度を持つ。また、受光素子６５はアライメン
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ト指標検出用の撮像手段を兼ね、赤外光を発する前眼部照明光源５８により照明された前
眼部とアライメント指標が撮像される。前眼部照明光源５８により照明された前眼部は、
対物レンズ２５、ダイクロイックミラー２４及びダイクロイックミラー６１からリレーレ
ンズ６４の光学系を介して受光素子６５により受光される。また、アライメント指標投影
光学系５０が持つ光源から発せられたアライメント光束は被検眼角膜に投影される。その
角膜反射像は対物レンズ２５～リレーレンズ６４を介して受光素子６５に受光（投影）さ
れる。
【００４７】
　受光素子６５の出力は制御部７０に入力され、受光素子６５によって撮像された前眼部
像が表示部７５に表示される。なお、前眼部観察光学系６０は、被検眼に対する装置本体
１のアライメント状態を検出するための検出光学系を兼用する。
【００４８】
　＜ＯＣＴ光学系＞
　ＯＣＴ光学系２００は、いわゆる眼科用光断層干渉計（ＯＣＴ：Optical coherence to
mography）の装置構成を持ち、眼Ｅの断層像を撮像する。ＯＣＴ光学系２００は、測定光
源１０２から出射された光をカップラー（光分割器）１０４によって測定光（試料光）と
参照光に分割する。ＯＣＴ光学系２００は、対物レンズを有する測定光学系２５０によっ
て測定光を眼Ｅの眼底Ｅｆに導く。また、参照光を参照光学系１１０に導く。測定光学系
２５０は、例えば、コリメータレンズ１２３、フォーカスレンズ１２４、走査部１０８、
対物レンズ２５などを備えてもよい。測定光は、コリメータレンズ１２３、フォーカスレ
ンズ１２４を介し、走査部１０８に達し、例えば、２つのガルバノミラーの駆動によって
反射方向が変えられる。そして、走査部１０８で反射された測定光は、リレーレンズ２２
を介して、ダイクロイックミラー２４で反射された後、対物レンズ２５を介して、被検眼
眼底に集光される。その後、眼底Ｅｆによって反射された測定光と，参照光との合成によ
る干渉光を検出器（受光素子）１２０に受光させる。フォーカスレンズ１２４は、駆動部
１２４ａの駆動によって光軸方向に移動可能である。
【００４９】
　検出器１２０は、測定光と参照光との干渉状態を検出する。フーリエドメインＯＣＴの
場合では、干渉光のスペクトル強度が検出器１２０によって検出され、スペクトル強度デ
ータに対するフーリエ変換によって所定範囲における深さプロファイル（Ａスキャン信号
）が取得される。例えば、Spectral-domain OCT（ＳＤ－ＯＣＴ）、Swept-source OCT（
ＳＳ－ＯＣＴ）が挙げられる。Spectral-domain OCT（ＳＤ－ＯＣＴ）の場合、例えば、
光源１０２として広帯域光源が用いられ、検出器１２０として分光器（スペクトロメータ
）が用いられる。Swept-source OCTの場合、例えば、光源１０２として波長可変光源が用
いられ、検出器１２０として単一のフォトダイオードが用いられる（平衡検出を行っても
よい）。また、Time-domain OCT（ＴＤ－ＯＣＴ）であってもよい。
【００５０】
　走査部１０８は、測定光源から発せられた光を被検眼眼底上で走査させる。例えば、走
査部１０８は、眼底上で二次元的（ＸＹ方向（横断方向））に測定光を走査させる。走査
部１０８は、瞳孔と略共役な位置に配置される。走査部１０８は、例えば、２つのガルバ
ノミラーであり、その反射角度が駆動部１５１によって任意に調整される。
【００５１】
　これにより、光源１０２から出射された光束はその反射（進行）方向が変化され、眼底
上で任意の方向に走査される。これにより、眼底Ｅｆ上における撮像位置が変更される。
走査部１０８としては、光を偏向させる構成であればよい。例えば、反射ミラー（ガルバ
ノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ）の他、光の進行（偏向）方向を変化さ
せる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００５２】
　参照光学系１１０は、眼底Ｅｆでの測定光の反射によって取得される反射光と合成され
る参照光を生成する。参照光学系１１０は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッ
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ハツェンダタイプであっても良い。
【００５３】
　参照光学系１１０は、参照光路中の光学部材を移動させることにより、測定光と参照光
との光路長差を変更してもよい。例えば、参照ミラーが光軸方向に移動される。光路長差
を変更するための構成は、測定光学系２５０の測定光路中に配置されてもよい。
【００５４】
　より詳細には、参照光学系１１０は、例えば、コリメータレンズ１２９、参照ミラー１
３１、参照ミラー駆動部１５０を主に備える。参照ミラー駆動部１５０は、参照光路中に
配置され、参照光の光路長を変化させるべく、光軸方向に移動可能な構成になっている。
光を参照ミラー１３１により反射することにより再度カップラー１０４に戻し、検出器１
２０に導く。他の例としては、参照光学系１１０は、透過光学系（例えば、光ファイバー
）によって形成され、カップラー１０４からの光を戻さず透過させることにより検出器１
２０へと導く。
【００５５】
　＜固視光学系＞
　固視光学系は、被検眼に向けて固視標を投影するために設けられている。被検者によっ
て固視標が視認されると、視線の動きが抑制される。固視光学系８０は、例えば、固視標
表示体８１、リレーレンズ８３を備え、ダイクロイックミラー３４から対物レンズ２５ま
での眼底カメラ光学系３０の光路を共用してもよい。固視標表示体８１は、可視光を発す
る。
【００５６】
　固視光学系８０は、ダイクロイックミラー３４によって、その光軸Ｌ２がＯＣＴ光学系
２００及び眼底カメラ光学系３０の光軸Ｌ１と同軸になるように配置されている。ダイク
ロイックミラー３４は、眼底からの反射光を透過する。
【００５７】
　固視標表示体８１から発せられた可視光は、リレーレンズ８３、ダイクロイックミラー
３４、結像レンズ３３、フォーカシングレンズ３２、孔あきミラー２２、ダイクロイック
ミラー２４、対物レンズ２５を通過して被検眼眼底に集光する。被検者は可視光束を固視
標として視認する。
【００５８】
　＜操作部＞
　操作部７４は、検者からの操作を受け付け、後述の制御部７０へ操作信号を送信する。
操作部７４としては、各種ユーザーインターフェース（例えば、マウス、キーボード、タ
ッチパネル、各種操作ボタン等）が用いられる。タッチパネル式のディスプレイは、表示
部７５として兼用されてもよい。
【００５９】
　＜制御部＞
　制御部７０は、装置全体の制御を司る。例えば、制御部７０は、眼科検査装置１の各種
制御（例えば、後述するグループ化の制御など）を司る。制御部７０は、例えば、記憶部
７２等と接続される。記憶部７２は、プログラム、画像等を記憶する。記憶部７２は、例
えば、ＲＯＭ７２ａ、ＲＡＭ７２ｂ、不揮発性メモリ７２ｃ等を備えてもよい。ＲＯＭ７
２ａには、眼科検査装置１の動作を制御するための各種プログラム、初期値等が記憶され
ている。ＲＡＭ７２ｂには、各種情報が一時的に記憶される。不揮発性メモリ７２ｃは、
電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。もちろん、
記憶部７２は、ＵＳＢ、フラッシュメモリ等の記憶媒体であってもよい。
【００６０】
　記憶部７２は、例えば、第１記憶領域、第２記憶領域、第３記憶領域を備えてもよい。
第１記憶領域は、例えば、画像取得手段によって取得された画像を一時的に記憶するため
の記憶領域である。第２記憶領域は、例えば、画像取得手段によって取得された画像を長
期的に記憶するための記憶領域である。第３記憶領域は、例えば、画像取得手段によって
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取得された画像を複数の画像グループにグループ化するためのグループ情報が記憶されて
いてもよい。グループ情報とは、例えば、同一画像グループにグループ化された画像の識
別番号などをグループ単位で一括りにまとめた情報である。例えば、制御部７０は、画像
ＩＤを画像グループごとにまとめて記憶部７２に記憶させてもよい。例えば、図２に示す
ように、制御部７０は、振り分けられた画像の識別番号を画像グループごとに記憶部７２
に記憶させてもよい。
【００６１】
　本実施形態の制御部７０には、表示部７５と、撮影開始スイッチ７３、操作部７４、記
憶部７２、コンピュータ９０、各受光素子、各光源（図は略す）、各種アクチュエータ（
図は略す）、固視標表示体８１等が接続される。なお、撮影開始スイッチ７３は、検者に
操作されると、撮影開始信号を制御部７０に送信する。
【００６２】
　＜撮影時の制御動作＞
　以上のような構成を備える装置において、その撮影時の制御動作について説明する。ま
ず、検者は、例えば、黄斑撮影用の固視標を点灯させるための操作信号を操作部７４への
入力によって制御部７０に送信する。制御部７０は、指示された固視灯８１を点灯させる
。
【００６３】
　次に、検者は、点灯した固視灯８１の出射光によって形成された固視標を注視するよう
に被検者に指示する。初期段階では、ダイクロイックミラー２４は眼底カメラ光学系３０
の光路に挿入されており、受光素子６５に撮像された前眼部画像が表示部７５に表示され
る。
【００６４】
　検者は、上下左右方向のアライメント調整として、例えば、図示無きジョイスティック
を操作し、図示無き前眼部画像が表示部７５に現れるように装置１の測定部を左右上下に
移動させる。前眼部像が表示部７５に現れるようになると、前眼部像に８つの指標像が現
れるようになる。
【００６５】
　＜アライメント検出及びＸＹＺ方向に関する自動アライメント＞
　８つのアライメント指標像が受光素子６５に検出されると、制御部７０は、自動アライ
メント制御を開始する。制御部７０は、受光素子６５から出力される撮像信号に基づいて
被検眼に対する測定部のアライメント偏位量を検出する。
【００６６】
　そして、制御部７０は、この偏位量がアライメント完了の許容範囲に入るように、測定
部を駆動制御し、自動アライメントを行う。
【００６７】
　また、制御部７０は、前述のように検出される８つの指標からＺ方向のアライメントを
行う。アライメントの方法としては、例えば、特開平６－４６９９９号に記載のアライメ
ント方法を利用してもよい。
【００６８】
　また、制御部７０は、Ｚ方向についても、Ｚ方向のアライメント基準位置に対する偏位
量を求め、その偏位量が、アライメントが完了したとされるアライメント許容範囲に入る
ように、測定部を駆動制御し、自動アライメントを行う。
【００６９】
　前述したアライメント動作によって、ＸＹＺ方向のアライメント状態がアライメント完
了の条件を満たしたら、制御部７０はＸＹＺ方向のアライメントが合致したと判定し、次
のステップに移行する。ここで、ＸＹＺ方向におけるアライメントが完了すると、制御部
７０は、アライメント完了信号を出力する。
【００７０】
　＜瞳孔径の判定＞
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　アライメント完了後、制御部７０は、被検眼の瞳孔状態の適否の判定を開始する。この
場合、瞳孔径の適否は、受光素子６５による前眼部像から検出される瞳孔エッジが、所定
の瞳孔判定エリアから外れているか否かで判定される。瞳孔判定エリアの大きさは、画像
中心（撮影光軸中心）を基準に、眼底照明光束が通過可能な径（例えば、直径４ｍｍ）と
して設定されているものである。簡易的には、画像中心を基準に左右方向及び上下方向で
検出される４点の瞳孔エッジを使用する。瞳孔エッジの点が瞳孔判定エリアよりも外にあ
れば、撮影時の照明光量が十分に確保される（詳しくは、本出願人による特開２００５－
１６０５４９号公報を参考にされたい）。なお、瞳孔径の適否判定は、撮影が実行される
まで継続され、その判定結果が表示部７５上に表示される。
【００７１】
　＜フォーカス状態の検出／オートフォーカス＞
　また、受光素子６５を用いたアライメントが完了されると、制御部７０は、被検眼の眼
底に対するオートフォーカスを行う。表示部７５または表示部９５には、受光素子３８で
撮像された眼底画像が表示されており、眼底画像の中心にフォーカス視標投影光学系４０
によるフォーカス指標像が投影されている。ここで、フォーカス指標像は、フォーカスが
合っていないときには分離され、フォーカスが合っているときに一致して投影される。制
御部７０は、指標像を画像処理により検出し、その分離情報を得る。そして、制御部７０
は、指標像の分離情報を基に移動機構４９の駆動を制御し、眼底に対するピントが合うよ
うにレンズ３２を移動させる。
【００７２】
　＜最適化制御＞
　アライメント完了信号が出力されると、制御部７０は、最適化制御を開始するためのト
リガ信号を発し、最適化の制御動作を開始する。制御部７０は、最適化を行うことによっ
て、検者が所望する眼底部位が高感度・高解像度で観察できるようにする。なお、本実施
例において、最適化の制御は、光路長調整、フォーカス調整、偏光状態の調整（ポラライ
ザ調整）、の制御である。なお、最適化の制御において、眼底に対する一定の許容条件を
満たすことができればよく、最も適切な状態に調整する必要は必ずしもない。
【００７３】
　最適化制御において、制御部７０は、初期化の制御として、参照ミラー１３１とフォー
カシングレンズ１２４の位置を初期位置に設定する。初期化完了後、制御部７０は、設定
した初期位置から参照ミラー１３１を一方向に所定ステップで移動させ、第１光路長調整
を行う（第１自動光路長調整）。また、第１光路長調整と並行するように、制御部７０は
、受光素子３８から出力される受光信号によって取得される眼底画像に基づいて被検眼眼
底に対する合焦位置情報を取得する。合焦位置情報が取得されると、制御部７０は、フォ
ーカスシングレンズ１２４を合焦位置に移動させ、オートフォーカス調整（フォーカス調
整）を行う。なお、合焦位置とは、観察画像として許容できる断層画像のコントラストを
取得できる位置であればよく、必ずしも、フォーカス状態の最適位置である必要はない。
【００７４】
　そして、フォーカス調整完了後、制御部７０は、再度、参照ミラー１３１を光軸方向に
移動させ、光路長の再調整（光路長の微調整）をする第２光路長調整を行う。第２光路長
調整完了後、制御部７０は、参照光の偏光状態を調節するためのポラライザ１３３を駆動
させ、測定光の偏光状態を調整する（詳しくは、特願２０１２－５６２９２号参照）。
【００７５】
　以上のようにして、最適化の制御が完了されることにより、検者が所望する眼底部位が
高感度・高解像度で観察できるようになる。そして、制御部７０は、各撮影モードによっ
て設定された走査方法に基づいて走査部１０８の駆動を制御し、眼底上で測定光を走査す
る。
【００７６】
　検出器１２０によって検出された撮像信号（スペクトルデータ）は、コンピュータ９０
に送信される。コンピュータ９０は、検出器１２０によって検出された撮像信号を受信し
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、撮像信号を演算処理することによって被検眼の断層画像を生成する。
【００７７】
　アライメント及び画質調整が完了されると、制御部７０は、走査部１０８の駆動を制御
し、眼底上で測定光を所定方向に関して走査させ、走査中に検出器１２０から出力される
出力信号から所定の走査領域に対応する受光信号を取得して断層画像を形成する。
【００７８】
　続いて、眼底カメラ光学系３０によるカラー眼底画像の撮影について説明する。検者は
、例えば、眼底カメラの標準撮影をするために、標準撮影用の固視灯を点灯させるための
操作信号を操作部７４への入力によって制御部７０に送信する。制御部７０は、操作部７
４からの操作信号を受け取ると、眼底カメラの標準撮影用の固視灯を点灯させる。
【００７９】
　次に、検者は、固視灯８１の出射光によって形成された固視標を注視するように被検者
に指示する。標準撮影の場合、例えば、眼底カメラ光学系３０は、被検眼の黄斑と視神経
乳頭の中間部分が中心に配置されるような画像を撮影できる。
【００８０】
　検者は、表示部７５に表示される眼底画像を観察しながら、所望する状態で撮影できる
ように、アライメントとフォーカスの微調整を行う。そして、検者による撮影開始スイッ
チ７３の入力があると、撮影が実行される。制御部７０は、撮影開始スイッチ７３による
撮影開始のトリガ信号に基づいて、挿脱機構６６を駆動することによって、ダイクロイッ
クミラー２４を光路から離脱させると共に、撮影光源１４を発光させる。
【００８１】
　撮影光源１４が発光されることによって、被検眼眼底は可視光によって照射される。眼
底からの反射光は対物レンズ２５、孔あきミラー２２の開口部、撮影絞り３１、フォーカ
シングレンズ３２、結像レンズ３３、ダイクロイックミラー３７を通過し、２次元受光素
子３５に結像する。２次元受光素子３５で撮影された眼底画像８２は、制御部に受信され
、その後、記憶部７２に記憶される。
【００８２】
　＜グループ化及び表示制御＞
　以下、個別撮影モード（個別検査モード）によって撮影されたモダリティの異なる画像
をグループ化し、表示部７５に表示するときの流れを説明する。例えば、検者は、個別撮
影モードによって、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、カラー眼底画像撮影を別々に撮影
する。検者は、撮影したい画像の撮影モードに切り替え、撮影を行う。検者は、撮影が終
わるごとに撮影モードを切り替えることによって、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、カ
ラー眼底画像撮影等の撮影を順に行う。
【００８３】
　なお、黄斑ライン撮影モードとは、ＯＣＴ光学系２００を用いて、眼底黄斑部において
直線状に測定光を走査させる撮影モードである。黄斑マップ撮影とは、ＯＣＴ光学系２０
０を用いて、眼底黄斑部において測定光を二次元的に走査させる撮影モード（好ましくは
、ラスタースキャン）である。カラー眼底画像撮影とは、眼底カメラ光学系３０を用いて
、カラー眼底正面画像を撮影する撮影モードである。
【００８４】
　［黄斑ライン撮影］
　図３のステップ１において、制御部７０は、黄斑ライン撮影を開始する。まず、検者は
操作部７４の操作によって黄斑ライン撮影モードを選択する（図４参照）。操作部７４は
、検者からの操作に基づいて制御部７０に操作信号を送信する。制御部７０は、操作部７
４からの操作信号を受け付け、撮影モードを黄斑ライン撮影モードに設定する。
【００８５】
　制御部７０は、例えば、検者によって撮影開始スイッチ７３から出力された撮影開始信
号（レリーズ信号）を受け付け、黄斑ライン撮影を開始する。例えば、制御部７０は、走
査部３０の駆動を制御し、黄斑部に対してラインスキャンを行う。制御部７０は、図５（
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ａ）に示すような黄斑ライン画像（黄斑部の断層画像）を取得する。取得動作が完了され
ると、制御部７０は、表示画面を撮影操作画面から画像確認画面に移行させ、黄斑ライン
画像を表示部７５に表示させる。これによって、検者は、黄斑ライン画像が良好に撮影さ
れたかどうか確認することができる。
【００８６】
　ここで、検者による操作部７４からの操作信号に基づいて、黄斑ライン画像がＯＫであ
る旨が受け付けられると、制御部７０は、例えば、取得された黄斑ライン画像に対してタ
グ情報（付加情報）を設定し、記憶部７２に一時的に記憶させる。タグ情報とは、例えば
、画像の識別番号、被検者名、撮影日時、左眼・右眼、撮影部位、走査パターン、固視位
置等の撮影画像に関連する情報である。制御部７０は、黄斑ライン画像を一時的に記憶さ
せると、撮影操作画面に移行し、ステップ２に進む。
【００８７】
　［黄斑マップ撮影］
　ステップ２において、制御部７０は、黄斑マップ撮影を行う。まず、検者は、操作部７
４の操作によって黄斑マップ撮影モードを選択する。操作部７４は、検者からの操作に基
づいて制御部７０に操作信号を送信する。制御部７０は、操作部７４からの操作信号を受
け付け、撮影モードを黄斑マップ撮影モードに切り替える。
【００８８】
　撮影モードが黄斑マップ撮影モードに切り替えられ、調整作業が完了されると、検者は
、再度撮影開始スイッチ７３を押す。制御部７０は、撮影開始スイッチ７３から出力され
た撮影開始信号を受け付けると、黄斑マップ撮影を開始する。例えば、制御部７０は走査
部の駆動を制御し、黄斑部に対してラスタースキャンを行う。制御部７０は、図５（ｂ）
に示すような黄斑マップ画像（黄斑部に関する３次元ＯＣＴデータ）を取得する。３次元
ＯＣＴデータは、例えば、ラスタースキャンを形成するスキャンライン毎の断層画像から
なる。
【００８９】
　制御部７０は、表示画面を撮影操作画面から画像確認画面に移行させ、黄斑マップ画像
を表示部７５に表示させる（例えば、３次元ＯＣＴデータに基づいて形成されるＯＣＴ正
面画像が表示される）。これによって、検者は、黄斑マップ画像が良好に撮影されたかど
うか確認することができる。
【００９０】
　続いて、検者による操作部７４からの操作信号に基づいて、黄斑マップ画像がＯＫであ
る旨が受け付けられると、制御部７０は、取得された黄斑マップ画像にタグ情報を設定し
、記憶部７２に一時的に記憶させる。ここで、付加されるタグ情報は、前述の黄斑ライン
画像に対して設定されたタグ情報とは、異なる情報となる。制御部７０は、黄斑マップ画
像を一時的に記憶させると、撮影操作画面に移行し、ステップ３に進む。
【００９１】
　［カラー眼底撮影］
　ステップ３において、制御部７０は、黄斑中心のカラー眼底撮影を行う。まず、検者は
、操作部７４の操作によってカラー眼底撮影モードを選択する。操作部７４は、検者から
の操作に基づいて制御部７０に操作信号を送信する。制御部７０は、操作部７４からの操
作信号を受け付け、撮影モードをカラー眼底撮影モードに切り替える。
【００９２】
　撮影モードがカラー眼底撮影モードに切り替わると、検者は、再度撮影開始スイッチ７
３を押す。制御部７０は、撮影開始スイッチ７３から出力された撮影開始信号を受け付け
ると、カラー眼底撮影を開始する。例えば、制御部７０は、撮影光源１４を発光させ、２
次元受光素子３５によって被検眼のカラー眼底正面画像を取得する。制御部７０は、図５
（ｃ）に示すような黄斑中心のカラー眼底正面画像を取得する。
【００９３】
　制御部７０は、表示画面を撮影操作画面から画像確認画面に移行させ、カラー眼底正面



(17) JP 6645003 B2 2020.2.12

10

20

30

40

50

画像を表示部７５に表示させる。これによって、検者は、カラー眼底正面画像が良好に撮
影されたかどうか確認することができる。
【００９４】
　続いて、検者による操作部７４からの操作信号に基づいて、カラー眼底正面画像がＯＫ
である旨が受け付けられると、制御部７０は、取得された黄斑中心のカラー眼底正面画像
にタグ情報を設定し、記憶部７２に記憶させる。ここで、付加されるタグ情報は、前述の
黄斑ライン画像及び黄斑マップ画像に対して設定されたタグ情報とは、異なる情報となる
。制御部７０は、カラー眼底正面画像を一時的に記憶させる。上記のようにして撮影作業
が終了され、操作部７４からの操作信号に基づいて、画像解析画面に移行する旨、或いは
撮影ソフトを終了する旨が受け付けられると、制御部７０は、ステップ４に進む。
【００９５】
　［画像の記憶］
　ステップ４において、制御部７０は、各撮影モードで撮影された画像を長期的に記憶部
７２に記憶させる。
【００９６】
　一例としては、記憶部７２に一時的に記憶された黄斑ライン画像、黄斑マップ画像、カ
ラー眼底正面画像をまとめて記憶部７２に長期的に記憶させる。制御部７０は、画像を長
期的に記憶部７２に記憶させると、ステップ５に進む。
【００９７】
　［画像のグループ化］
　ステップ５において、例えば、制御部７０は、取得された黄斑ライン画像、黄斑マップ
画像、及びカラー眼底正面画像をグループ化し、同一の画像グループとして関連づける。
制御部７０は、関連付けされたグループとして識別するためのグループ情報を記憶部７２
に記憶させる。ここで、グループ情報は、各検査データがどのグループに属するかを規定
する。
【００９８】
　より詳細には、例えば、図６に示すように、撮影された画像の患者名、撮影日、撮影パ
ターン等の情報とともに、グループの番号が記憶される。図６の例では、○○日に患者Ａ
に関して、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、カラー眼底撮影を行っている。そして、△
△日とは異なる△△日に患者Ａに関して、黄斑マップ撮影、カラー眼底撮影を行い、患者
Ｂに関して、乳頭マップ撮影、カラー眼底撮影を行っている。この場合、記憶部７２のデ
ータベース上では、○○日に撮影された患者Ａに関する黄斑ライン画像、黄斑マップ画像
、カラー眼底画像に対して第１のグループ番号が設定され、第１の画像グループにグルー
プ化される。そして、△△日に撮影された患者Ａに関する黄斑マップ画像、カラー眼底画
像に対して第２のグループ番号が設定され、第２の画像グループにグループ化される。さ
らに、△△日に撮影された患者Ｂに関する乳頭マップ画像と、カラー眼底画像に対して第
３のグループ番号が設定され、第３の画像グループにグループ化される。図６のように、
撮影日、患者という順に優先的にグループ化されてもよい。さらに、図６に示すように、
１つの画像データは複数の画像グループ（例えば、第１～第５の画像グループなど）にグ
ループ化されてもよい。
【００９９】
　なお、グループ化の方法として、例えば、前述のように長期的に記憶部７２に記憶され
たタイミングが同じ画像を同一の画像グループとして登録する方法であってもよい。例え
ば、ステップ４において同じタイミングでまとめて記憶された黄斑ライン画像、黄斑マッ
プ画像、カラー眼底正面画像のそれぞれの識別番号を抽出し、グループ情報として記憶部
７２に記憶させてもよい。したがって、例えば、「２０１４年４月３０日１３時２０分１
５秒」に記憶された画像は、第１の画像グループとしてグループ化され、「２０１４年４
月３０日１３時２２分５０秒」に記憶された画像は、第１の画像グループとは別の第２画
像グループとしてグループ化される。
【０１００】
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　上記のような方法によって、制御部７０は異なるモダリティによって取得された画像の
グループ化を行う。なお、制御部７０は、上記の方法を個別に用いてもよいし、組み合わ
せた方法を用いてもよい。このように制御部７０は、画像をグループ化するグループ設定
手段として機能する。制御部７０は、グループ情報を記憶部７２に記憶させると、ステッ
プ６に進む。なお、グループ化の方法については、種々の方法があるので、変容例にて説
明する。
【０１０１】
　［表示］
　ステップ６において、制御部７０は、例えば、画像選択画面を表示部７５に表示させる
。例えば、図７に示すように、制御部７０は、ある被検者に関する画像の一覧画面を表示
部７５に表示させる。一覧画面には、例えば、様々なモダリティによって取得された画像
がフォルダ毎に一覧表示される。制御部７０は、画像選択画面を表示部７５に表示させる
と、ステップ７に進む。各フォルダには、１回の撮影モードにて得られた少なくとも一つ
の撮影画像が格納されており、表示部７５には、各フォルダに格納された少なくとも一部
の画像がサムネイル画像として表示部７５上に表示される。なお、フォルダ毎にサムネイ
ル画像が表示されるレイアウトではなく、フォルダに分類されていない状態で各撮影画像
が一覧表示されるレイアウトであってもよい。
【０１０２】
　ステップ７において、制御部７０は、様々なモダリティによって得られた画像（フォル
ダ）の中から、あるモダリティの画像を選択するための選択指示を受け付ける。一例とし
ては、一覧画面に表示された眼底断層画像および眼底正面画像のいずれかが検者によって
選択され、タッチされる。このとき、制御部７０は、操作部７４として用いられるタッチ
パネルの検出信号に基づいて、検者からの選択指示を受け付ける。このように、制御部７
０は、第１画像の選択指示を受け付ける指示受付手段として機能する。制御部７０は、選
択指示を受け付けるとステップ８に進む。なお、制御部７０は、マウスのクリック操作に
よって検者からの選択指示を受け付けてもよい。
【０１０３】
　ステップ８において、制御部７０は、前述のように選択された画像（第１の画像）と同
一グループとして関連付けられた画像を検索する。例えば、制御部７０は、ステップ７の
選択指示によって選択された第１の画像グループに属する画像データを検索する。この場
合、例えば、制御部７０は、記憶部７２に記憶されたグループ情報の中から、第１の画像
グループとして設定された画像を検索する。制御部７０は、第１の画像グループを検索す
るとステップ９に進む。
【０１０４】
　ステップ９において、制御部７０は、第１の画像グループにおいて、選択された画像と
は別のモダリティによって取得された画像が存在するか判定する。制御部７０は、第１画
像とは別のモダリティによって取得された画像が存在しないと判定した場合はステップ１
０に進み、存在すると判定した場合は、ステップ１１に進む。
【０１０５】
　ステップ１０において、制御部７０は、選択指示された画像を表示部７５に拡大して表
示させる。より詳細には、選択されたフォルダに格納された撮影画像を、表示部７５に拡
大して表示させる。制御部７０は、第１画像を表示部７５に表示させると、画像の表示制
御を終了する。
【０１０６】
　ステップ１１において、制御部７０は、第１の画像グループの中で、選択された画像と
は別のモダリティによって取得された複数の画像のいずれかを選出する。別のモダリティ
によって取得された複数の画像のいずれか（以下、第２の画像）は、選択指示された画像
とともに表示部７５に表示される。より詳細には、第１の画像とは別のフォルダに格納さ
れ、かつ、別のモダリティによって取得された複数の画像のいずれかを選出する。なお、
制御部７０は、第１の画像とともに表示部７５に表示させることに適した画像を第２の画
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像として選出してもよい。
【０１０７】
　同一の画像グループとして関連付けられた複数の画像から第２画像を選出する方法とし
て、例えば、眼底上の撮影部位に基づいて画像を選出する方法が考えられる。例えば、制
御部７０は、第１の画像のタグ情報から撮影部位情報を取得し、同じ画像グループ内の撮
影部位がより近い画像を第２画像として選出してもよい。
【０１０８】
　一例として、第１の画像が黄斑ライン撮影によって取得された断層画像である場合を説
明する。仮に、第１の画像と同一の画像グループにおいて、黄斑中心が撮影部位として設
定されたカラー眼底正面画像と、乳頭中心が撮影部位として設定されたカラー眼底正面画
像とが存在したとき、制御部７０は、撮影部位が重複する黄斑中心のカラー眼底画像を第
２の画像として選出してもよい。
【０１０９】
　なお、別のモダリティによって取得された画像が一つしかない場合、制御部７０は、こ
の一つの画像を第２の画像として選出してもよい。
【０１１０】
　以上のように、制御部７０は、画像グループ内の複数の画像の中から一つの第２画像を
選出するデータ選出手段として機能する。制御部７０は、第２画像を選出すると、ステッ
プ１２に進む。
【０１１１】
　ステップ１２において、制御部７０は、ステップ１１で選出した第２画像を記憶部７２
から取り出し、第１の画像と同時に表示部７５に表示させる（図８参照）。制御部７０は
、第１画像と第２画像を表示部７５に表示させると、表示制制御を終了する。
【０１１２】
　以上のように、取得された画像が自動的にグループ化されることによって、検者は、画
像ごとに別の画像との関連付けを設定する手間が省ける。さらに、画像グループが定まっ
ているため、関連データの表示が容易である。例えば、別のモダリティによって得られた
画像が関連付けられるため、検者は、複数の検査データを容易に確認でき、診断を行い易
い。
【０１１３】
　より詳細には、撮影モードが異なる複数の第１の画像データと、第２の画像データとが
同一グループとして関連付けされるので、第１の画像データが表示部７５に表示される際
、同一グループとして関連付けられた第２の画像データが容易に表示部７５に表示される
。
【０１１４】
　なお、画像グループの中から第２の画像として適した画像が自動で選出されることによ
って、検者は、グループ内の画像から適した画像を選ぶ手間が省ける。
【０１１５】
　＜変容例＞
　なお、グループ化の方法としては、以下のように種々の変容がありうる。上記の方法を
個別に用いてもよいし、組み合わせた方法を用いてもよい。
【０１１６】
　例えば、複数の撮影モードでの撮影が予め設定されたコンボ撮影モードが設定されてか
ら解除されるまでの間に、撮影された画像を同一の画像グループとして登録する方法が考
えられる。コンボ撮影モードとしては、例えば、黄斑ライン撮影モード、黄斑ライン撮影
モード、カラー眼底撮影モードを順に行うことが予め設定されたモードが考えられる。
【０１１７】
　この場合、コンボ撮影モードとして予め設定された各撮影モードでの撮影が完了した場
合、制御部７０は、コンボ撮影モードにおいて撮影された各画像を、同一の画像グループ
としてグループ化してもよい。より詳細には、第１のコンボ撮影モードが設定された場合
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、得られた各画像は、第１の画像グループに登録され、次の第２のコンボ撮影モードが設
定された場合、得られた各画像は、第２の画像グループに登録される。
【０１１８】
　他の例としては、眼科検査装置１を用いて撮影を行うための撮影ソフトウェアが起動さ
れてから終了されるまでに撮影された画像が同一の画像グループとしてグループ化されて
もよい。したがって、撮影ソフトの起動・終了ごとに別の画像グループとしてグループ化
が行われる。
【０１１９】
　また、グループ化の方法として、例えば、撮影条件の近い画像を同一の画像グループと
して登録する方法が考えられる。例えば、制御部７０は、画像を取得した撮影日時、右眼
左眼、撮影パターン、固視位置情報などを画像のタグ情報から参照し、画像のグループ化
を行ってもよい。より詳細には、制御部７０は、画像の撮影日時が同じ、または近い画像
を同一の画像グループとしてグループ化してもよい。さらに、制御部７０は、例えば、右
眼の画像グループと、左眼の画像グループとに分けてグループ化してもよい。さらに、制
御部７０は、例えば、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、乳頭サークル撮影、乳頭ラジア
ル等の断層画像の撮影モード毎に分けてグループ化してもよい。さらに、制御部７０は、
例えば、黄斑中心撮影、乳頭中心撮影、黄斑と乳頭の中間点撮影、パノラマ撮影等の眼底
正面画像の固視灯の点灯位置によってグループ化してもよい。
【０１２０】
　この場合、例えば、撮影日が異なる画像は、別の画像グループとしてグループ化される
。さらに、右眼左眼、撮影パターン、固視位置情報等の異なる画像は、別の画像グループ
としてグループ化されてもよい。
【０１２１】
　また、グループ化の方法として、例えば、予め指定されたモダリティによって取得され
た画像を同一グループとして登録する方法が考えられる。例えば、被検者の検査項目が予
め決まっている場合、制御部７０は、予定された検査に関係するモダリティの画像を同一
グループに設定してもよい。一例としては、制御部７０は、電子カルテ等から被検者が受
ける検査項目を取得し、それらの検査に用いられるモダリティの画像を同一の画像グルー
プとしてグループ化してもよい。この場合、例えば、検査項目に関係しないモダリティに
よって取得された画像は、別の画像グループとしてグループ化される。なお、制御部７０
は、検査項目を取得する検査項目取得手段として機能する。
【０１２２】
　また、グループ化の方法として、例えば、連続撮影モード（連続検査モード）によって
連続して撮影された画像を同一の画像グループとして登録する方法が考えられる。例えば
、連続撮影モードは、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、カラー眼底撮影等の撮影を連続
して行う撮影モードである。例えば、図４に例示する画面において、検者は、連続して撮
影したい項目を選択する。撮影項目が選択されると、制御部７０は、選択された項目につ
いて連続で撮影を行う。制御部７０は、連続撮影モードによって取得された黄斑ライン画
像、黄斑マップ画像、黄斑中心のカラー眼底正面画像をグループ化してもよい。この場合
、連続撮影モードが終了した時点で画像がグループ化され、次に撮影された画像は別の画
像グループとしてグループされてもよい。
【０１２３】
　なお、以上の説明において、黄斑ライン撮影、黄斑マップ撮影、カラー眼底撮影の順で
撮影する場合を説明したが、撮影の順番は、入れ替わってもよい。なお、一般的にカラー
眼底撮影は、フラッシュの発光が被検者の負担となるため、最後に撮影する場合が多い。
また、撮影パターンも前述のものに限らない。眼底断層像撮影の場合は、黄斑クロス撮影
、黄斑ラジアル撮影、乳頭マップ撮影、乳頭ラジアル撮影、乳頭サークル撮影等の撮影モ
ードで撮影されてもよい。
【０１２４】
　なお、以上の説明において、制御部７０は、画像を長期的に保存するタイミングによっ
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てグループ化できるとしたが、これに限らない。例えば、制御部７０は、記憶部７２に記
憶された画像を画像管理ソフトに登録するタイミングに基づいて画像をグループ化しても
よい。
【０１２５】
　なお、制御部７０によって自動的にグループ化されグループ情報は、後で修正できても
よい。例えば、グループ修正画面等で、検者によってグループ情報を修正できるようにし
てもよい。例えば、画像をあとからグループに追加したい場合、グループ情報を編集する
ことによって、画像を追加することができる。また、グループ情報を編集して新たに画像
グループを作成してもよい。
【０１２６】
　なお、本実施例において、グループ情報が、各画像に対して付加されることによって管
理される。これによって、各画像をグループごとに同じ場所（例えば、同一のフォルダ）
に記憶させる必要がなく、画像を別の場所（例えば、別のフォルダ）に分けて記憶させる
ことができる。したがって、画像を記憶する記憶部（例えば、ハードディスクドライブ）
の容量が削減される。
【０１２７】
　＜第２の画像の選択＞
　なお、複数の画像から第２の画像を選出する方法の変容例を以下に示す。例えば、撮影
時の固視灯の点灯位置に基づいて画像を選出する方法が考えられる。例えば、制御部７０
は、第１の画像のタグ情報から固視灯の位置情報を取得し、同じ画像グループ内の固視灯
位置の近い画像を第２の画像として選出してもよい。
【０１２８】
　また、複数の画像から第２の画像を選出する方法として、例えば、第１の画像に対する
位置ずれ量に基づいて画像を選出する方法が考えられる。例えば、制御部７０は、第１の
画像と画像グループ内の画像とのずれ量を算出し、ずれ量の小さい画像を第２画像として
選出してもよい。なお、ずれ量は、例えば、第１の画像とのマッチング処理によって算出
されてもよい。
【０１２９】
　さらに、制御部７０は、第１の画像に対する画像の類似度に基づいて、第２の画像を選
出してもよい。例えば、第１の画像に対して、同一の画像グループ内での異なるモダリテ
ィによって得られた画像との類似度を解析し、類似度の大きい画像を第２画像として選出
してもよい。これによって、例えば、被検者の瞬き等によって上手く撮影されなかった画
像は選出されなくなる。なお、類似度は、例えば画像の一部をマッチングした際の、重複
領域の画素数、輝度分布の相関性、相互相関係数等に基づいて求めてもよい。このような
制御は、断層画像と同時に取得される赤外正面画像と、カラー正面画像と同時に取得され
る赤外正面画像とを用いて、断層画像とカラー正面画像とを関連付けるような場合に有利
である。
【０１３０】
　なお、以上の説明において、制御部７０は、同一画像グループの中から、第２の画像と
して適したものを第１の画像とともに表示させることとしたが、これに限らない。例えば
、制御部７０は、図９（ａ）に示すように、第１の画像を表示する際に、第１画像と同一
の画像グループに属する画像の一覧を表示できてもよい。例えば、検者は、一覧の中から
第１の画像とともに表示させる画像を選択できてもよい。制御部７０は、画像グループの
中から選択された第２の画像を第１の画像とともに表示してもよい。このように、制御部
７０は、第２の画像を選択的に表示できてもよい。
【０１３１】
　なお、以上の説明において、制御部７０は、選択された第１の画像と同一画像グループ
に属する画像の中から適した第２の画像を選出し、第１の画像とともに表示部７５に表示
させるものとしたが、必ずしも適した画像を選出しなくともよい。同一画像グループに属
する画像であればどの画像を選出してもよい。



(22) JP 6645003 B2 2020.2.12

10

20

30

【０１３２】
　なお、制御部７０は、眼底断層画像、眼底正面画像とは別の検査情報を取得し、グルー
プ化してもよい。例えば、制御部７０は、被検者の前眼部正面画像、前眼部断層画像等を
グループ化してもよい。加えて、制御部７０は、眼底断層画像を解析することで取得され
た被検眼の網膜の厚さ情報をグループ化してもよい。その他、制御部７０は、図示無き視
野計で測定された被検眼の視野感度情報等をグループ化してもよい。つまり、扱われるデ
ータは、眼の検査に関する検査データであればよい。
【０１３３】
　そして、制御部７０は、選択された検査データ（例えば、眼底断層画像、眼底正面画像
）と同一のグループとして関連付けられた第１のグループから、前眼部正面画像、前眼部
断層画像、厚さ情報、視野感度情報の少なくともいずれかを第２画像として選出し、表示
部７５に表示させてもよい。例えば、図９（ｂ）に示すように、制御部７０は、網膜の厚
さ情報や、被検眼の視野感度情報を眼底正面画像等に重畳表示させてもよい。
【０１３４】
　なお、眼科検査装置１は、眼科用光干渉断層計（ＯＣＴ：optical coherence tomograp
hy）、眼底カメラの他に、レーザ走査検眼鏡（ＳＬＯ：scanning laser ophthalmoscope
）、等の様々なモダリティが一体的に設けられてもよい。また、制御部７０は、外部装置
のモダリティによって取得された被検眼のデータを取得してもよい。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　眼科検査装置
　３４　ダイクロックミラー
　７０　制御部
　７２　記憶部
　７５　表示部
　８０　固視光学系
　９０　コンピュータ
　９５　表示部
　１０４　カップラー
　１１０　参照光学系
　２００　ＯＣＴ光学系
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